
   死亡災害・増加（平成 28年 18人、平成 29年 5/31現在 13人） 
日本一安全・安心（Safe Work, Change Work HIROSHIMA）な職場を！  

「全国安全週間（7/1～7）、準備期間（6/1～30）」 

ＳＴＯＰ！！労 働 災 害 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月は「外国人労働者問題啓発月間」です 

今年の標語は 外国人雇用はルールを守って適正に 

   ～外国人が能力を発揮できる適切な人事管理と就労環境を！～ 

【広島県内の外国人労働者に係る死亡災害事例 】 

発生月 業 種 年 齢 経験 死 亡 災 害 発 生 状 況            【国籍】 

Ｈ29年 

4月 
製造業 30歳代 

 

４年 

 

台船の船内に立ち入ったところ、内部が酸素欠乏状態となっていた為、死亡。救助に  [タイ] 
向かったフィリピン人労働者も被災し救急搬送された。（２次災害による死亡災害の危険性もあった） 

Ｈ28年 

9月 
製造業 50歳代 8 年 手すりの状況を触って確認していたところ、3.6ｍ下の船台に墜落した。（一人作業中） [ブラジル] 

Ｈ27年 

8月 
製造業 30歳代 

 

2 年 

   

ブロック組立作業中、側壁の窓枠から身を乗り出してレバーブロックを巻こうとして、 

側壁とともに倒れた。（一人作業中）                        [中国] 

 

[ 外国人労働者の災害防止の留意点 ] 

安全衛生教育の実施 

 

使用させる機械設備、安全装置または保護具の使用方法などが確実に 

理解されるように配意すること。  
［酸欠危険場所、クレーン作業場所など、直接作業を行わない場所についても 

立入禁止や救護措置などの教育についても留意すること］ 
 

 

労働災害防止の為の 

日本語教育等の実施 

 

労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、 

必要な日本語および基本的な合図等を習得させるように配意すること。 
［危険が迫った時の退避を指示する日本語の合図や手旗等について留意すること］ 
 

労働災害防止に関する 

標識、掲示、合図 

 

事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解などの 

方法を用いる等、外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう 

配意すること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墜 落 ・ 転 落 災 害 

交 通 事 故 機 械 災 害 

飛 来 ・ 落 下 災 害 
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平成28・29年月別 死亡災害発生状況 

増加 

Ｈ29年5月末 現在 

平成28年 平成29年 

墜落・転落災害、飛来・落下災害、交通事故、機械災害の防止を

重点として、労働災害防止対策に取組みましょう！ 

重 点 

激増 

 広島労働局・労働基準監督署・公共職業安定所 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安心な職場づくりのために各種専用サイトをご利用ください 
          日本一安全・安心（Safe Work, Change Work HIROSHIMA）な職場を！ 
 
 
 

【労務管理・安全衛生管理診断サイト】       【職場のあんぜんサイト】     

http://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/      http://anzeninfo.mhlw.go.jp/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 

                                        

                                       ～労働基準部 健康安全課～ 

 
                                                    

～労働基準部 監督課・健康安全課～         【働き方・休み方改善ポータルサイト】 
 

【働きやすく生産性の高い職場のためのポータルサイト】  http://work-holiday.mhlw.go.jp/ 

http://www.koyoukanri.mhlw.go.jp/index.html 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～職業安定部～                                 ～雇用環境・均等室～ 

                                  

             労働基準部   健康安全課(℡ 082-221-9243)、監督課(℡ 082-221-9242) 

 広 島 労 働 局   雇用環境・均等室    (℡ 082-221-9247) 

                     職業安定部  職業安定課(℡ 082-502-7831)、職業対策課(℡ 082-502-7832) 


